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行政からのお知らせ　　行政からのお知らせ　　

多久市の収入の一部とするため、有料広告を掲載しています。
詳しくは、市総務部広報統計係　緯０９５２−７５−２１１６　死koho@city.taku.lg.jp

あなたの借金生活、見直ししてみませんか？

☎0952-75-2170

・追加融資で、借りれない！・夫に承諾なんて、得られない！
・住宅を処分せずに借金を整理したい！
・少しでも、借金の悩みから解放されたい！

任意
整理

過払
請求

自己
破産

個人
再生

不動産
登記

商業
登記

裁判
手続き

【佐賀事務所】佐賀県多久市北多久町小侍４５－１２９ 司法書士米満安浩／認定番号第１３００２７号

例えば

１０年以内に、
完済した方もＯＫ！！
払い過ぎた利息
取り返せます

相続登記は
お済みですか？

司法書士法人MCPMCP
検索佐賀MCP

➡

広 告

　総務省消防庁は、大規模災害が発生した場合に迅速かつ
より効果的な人命救助活動等を行う目的で、緊急消防援助
隊を組織し、後方支援活動体制の充実強化のために、平成
２１年度補正予算により、全国４７都道府県に［支援車Ⅰ型］
を国有財産の無償使用として配備しています。佐賀県では
佐賀広域消防局佐賀消防署に、平成２２年１１月２９日に配備さ
れました。

車両概要　乗車定員１０人（最大２６人）、全長１１杓　
　　　　　全幅２．４９杓　全高３．５６ｍ　総排気量１２，９１０呪
　　　　　車両総重量１９，８７０手 　パワーゲート（車両後方）
　　　　　車両右側面部１．５杓拡幅可能
装 備 品　エアーテント　バルーン型投光器　太陽光発電設備
　　　　　給湯器　ＬＰガスシステム　　冷蔵庫　炊飯器　
　　　　　電子レンジ　地上デジタルＴＶ　発電機　
　　　　　ルームエアコン
■問い合わせ　佐賀広域消防局　消防課　☎３３−６７６１

新型消防車両を佐賀消防署に
配備しました
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平成２２年１月～１２月の
多久市での火災発生状況

件　数火災種別
７建物火災
０林野火災
1車両火災
２その他
１０合　計

　平成２３年６月１日から住
宅用火災警報器の設置が
すべての住宅に義務づけ
られます。
　お年寄りや子どもたち
をはじめ、一人ひとりが
安心して暮らせるまちづ
くりを実現するために必
ず設置しましょう！

■問い合わせ
佐賀広域消防局
　多久消防署
　予防指導課
☎７５−２１９１


